
 

35 

 

                      

ⅩⅢ．エレベーター保守点検業務 

 

 

 メーカー点検基準および建築基準法に基づき点検を実施する。（フルメンテナンス仕様） 

 

１．対象機器 
№７～１２号機    計６基 

（Ⅸ．運転監視業務 表１「管理設備一覧表」の通り（文化ホール）） 

２．点検周期 

遠隔監視点検：常時 

定期点検整備：年４回（３ヵ月に１回） 

定期検査：年１回 

３．点検内容 別紙「三菱フルメンテナンス仕様書」に基づき点検を行う。 

 

 

－ 以 上 － 

 


